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得点率

書類全般

施設保守・運営管理
従業員管理
危機管理
個人情報管理
研修計画

事業収支
財政基盤
内部統制

事業計画性，透明性

サービス向上
住民・利用者の参画

0%

8,745 人 人 人

8,582 人 人 人

41,205 人 人 人

9,094 人 人 人

48,326 人 人 人

16,497 人 人 人

7,989 人 人 人

12,092 人 人 人

3,609 人 人 人

※　評価は，得点率によりＳ～Ｄの５段階評価とする。

[１ 全般的事項]　A：要求事項を完全に満たした（得点率100％）　B：要求事項を満たした（90％以上）　Ｃ：要求事項を満たさなかった（90％未満）

[２ 適正な施設の管理]　[３ 事業収支・指定管理者の財政基盤・内部統制]　[４ サービスの質の維持・向上]　

　Ｓ：極めて優れた成果を上げた（得点率90％以上）　Ａ：優れた成果を上げた（75％以上90％未満）　Ｂ：一定の成果を上げた（60％以上75％未満）

　Ｃ：期待された成果を上げられなかった（50％以上60％未満）　Ｄ：成果を上げていない（50％未満）

45,100 30,680

11,000 5,361

朝日ケ丘
公園

屋外プール
（上段：大人/下段：子ど

も）

7,000 6,645

15,000 5,669

プール自主事業 4,427 3,399

プール自主事業 31,940 29,504

多目的室自主事業 14,450 10,028

海浜公園

屋外プール
（上段：大人/下段：子ど

も）

9,500 7,705

9,000

１号委員
（学識経験者）

実績

-20,854,728

得点率
　

0%

項目名
令和元年度 令和２年度

実績

令 和 元 年 度 収 支 11,600,000

6,860
屋内プール

（上段：大人/下段：子ど
も）

令 和 ２ 年 度 収 入 146,477,276 108,483,755

令 和 ２ 年 度 支 出

令 和 ２ 年 度 収 支 0 -4,786,016

選 定 ・ 評 価 委 員

所属・役職

２号委員
（諮問に係る公の施設に関し専門

的知識を有する者）
比嘉　悟 桃山学院教育大学（副学長）

146,477,276 113,269,771

 １　全般的事項

200

40

 ２　適正な施設の管理

0%

0%

総 合 評 価 評価の理由

利 用 状 況 等

委員構成

田中　徹

和田　聡子

氏名

事業計画書，事業報告書，月次報告書等は，市が必要と認め
る事項が記載され，市が定める期限までに提出されているか

事業が計画的に，かつ透明性を確保して実施されているか
提案されていた自主事業等に計画通り，取り組んでいるか

サービス向上の取組みがされているか
住民または利用者とのパートナーシップを推進しているか

 ３　事業収支・指定管理者の財政基盤・内部統制

富田　智和

大阪学院大学経済学部（教授）

神戸そよかぜ法律事務所（弁護士）

評 価 対 象 期 間 平成３１年４月１日～令和３年３月３１日の２年間

芦屋市 企画部長３号委員
（市職員）

 ４　サービスの質の維持・向上

評 価 項 目 説　　明 点数 評　価

令 和 元 年 度 支 出 143,607,800 152,262,315

実 績 額

社会教育部スポーツ推進課

指 定 期 間 平成３１年４月１日～令和６年３月３１日

所 在 地 芦屋市浜風町３０番１号・芦屋市朝日ケ丘町１１番１１号

指定管理者制度導入施設の第三者評価結果【案】
開 催 日 令和３年８月２５日

公 の 施 設 の 名 称 海浜公園有料公園施設及び朝日ケ丘公園有料公園施設

指定管理者の名称 セントラルスポーツ株式会社

令 和 元 年 度 収 入 155,207,800 131,407,587

施 設 概 要
海浜公園有料公園施設：屋内水泳プール・屋外水泳プール・多目的室
朝日ケ丘公園有料公園施設：屋外水泳プール

業 務 概 要 海浜公園有料公園施設及び朝日ケ丘公園有料公園施設の維持管理運営業務

収 支 の 状 況 事 業 計 画 上 の 金 額

所 管 課 名

施設の保守，管理が適正に実施されているか

事故・緊急時の体制が十分に整備されているか
個人情報の管理が適正であるか
従業員研修が十分に実施されているか

事業収支は適切に算出され，計画に沿っているか
財政基盤は安定的にサービスを提供できる状態にあるか
業務運営に関する内部統制は有効に機能しているか

目標

0%

80

80

適正な労働環境が保持されているか

資料５
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指定管理者に対する意見 施設所管課に対する意見

講評及び次期指定に向けての課題等
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